
19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

279,331 300,430 462,962 390,080 355,955

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

279,331 300,430 462,962 390,080 355,955

259,382 297,021 417,298 集計中

93% 99% 90% #VALUE!

基準値 目標値

－ 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

－ 300 285 283 427 578 578

－ 300 285 283 427

基準値 目標値

－ 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

－ 12.0 15.9 17.3 18.3 23年7月頃公表

- 12.0 15.9 17.3 18.3

基準値 目標値

－ 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

－ - - - - 23年7月頃公表 －

- - - - -年度ごとの目標値

測定指標

実績値

予算書との関係
・関連税制

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。

（項）医療安全確保推進費

医療安全対策加算２届出医療
機関の割合（H22に創設）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

繰越し等（c）

参考資料の情報

医療事故情報収集・分析・提供
事業の参加登録医療機関の数

実績値

年度ごとの目標値

担当部局名 医政局 作成責任者名
医療安全推進室長

渡辺真俊
報告書作成日 平成23年7月1日

医療安全対策加算１届出医療
機関の割合（H21’までは医療
安全対策加算）

実績値

年度ごとの目標値

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

執行額（千円、d）

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関

連計画等）

○医療法（昭和23年法律第205号）により、
　・国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区（以下、「都道府県等」）は、医療の安全に関する情報
の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講じるよう努める
　・国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に
関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行う
こととされています。

施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法の運
営費交付金は含まない。

区分 24年度要求額

モニタリング結果報告書
（厚生労働省23（Ⅳ－１－４））

施策目標名 医療安全確保対策を推進する（施策中目標　Ⅳ－１－４）

施策の概要

本施策は、次の施策小目標を柱に実施しています。
（施策小目標１）医療の質と安全性の向上を図ること
（施策小目標２）医療事故等事例の原因究明・分析に基づく再発防止対策の徹底を図ること
（施策小目標３）患者、国民との情報共有と患者、国民の主体的参加の促進を図ること

予算の
状況

（千円）

当初予算（a）

補正予算（b）

合計（a＋b＋c）


